
特定希少鳥獣管理計画

【改正前】 【改正後】

基本指針（環境大臣）

都道府県知事が策定

即して作成

その生息数が著しく減少している鳥獣

その生息数が著しく増加している鳥獣

全ての鳥獣

環境大臣が策定

基本指針（環境大臣）

鳥獣保護事業計画（必須）

特定鳥獣保護管理計画
（任意計画）

都道府県知事が策定

即して作成

その生息数が著しく減少し、又は生息
地の範囲が縮小している鳥獣

全ての鳥獣

鳥獣保護管理事業計画（必須）

第一種特定鳥獣保護計画
（任意計画）

その生息数が著しく増加し、又は生息
地の範囲が拡大している鳥獣

第二種特定鳥獣管理計画
（任意計画）

希少鳥獣保護計画
（任意計画）

特定希少鳥獣管理計画
（任意計画）

・数の調整目的の捕獲には、特定計画が必須
・改正により、都道府県知事のみではなく、
環境大臣の策定も可能に

環境省の主導による希少鳥獣の管理
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